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「技能実習」及び「研修」の在留資格で滞在していた方で，東日本大震災により再入国許可を取

得せずに日本を出国した方，又は，出国時には有効であった再入国許可の有効期限が切れて

しまった方に対して，以下の特別措置を執ることにいたしました。詳細については，最寄りの大

使館又は総領事館にお尋ねください。また，地方入国管理局や財団法人国際研修協力機構

（JITCO）においても御案内しております。 
 
1. 特別措置により査証申請ができる場合 
(1) 3月11日時点において「技能実習」及び「研修」の在留資格で滞在していたが，その後再入

国許可を取得せずに出国した場合 
(2) 「技能実習」及び「研修」の在留資格で滞在していた方で，3月11日以降に有効な再入国許

可を有して出国したが，東日本大震災のために訪日日程を延期したため，再入国許可（及

び在留期間）の有効期限が切れてしまった場合 
 
2. 査証申請のための必要書類 

査証申請書，写真及び旅券のほか，本邦滞在時の在留資格に応じて以下の書類が必要で

す。 
なお，審査の過程において，必要に応じ追加資料やインタビューをお願いすることもありま

す。 
 
(1) 技能実習 1 号イ（企業単独型） 
ア 本邦での在留歴がわかるもの（旅券の上陸許可印，再入国許可印のあるページの写し

等） 
イ 技能実習の継続を了承する旨記載した実習実施機関からの上申書 
ウ 技能実習 1 号実施計画書（計画に変更がなければ従前の計画書の写し） 
エ 雇用契約書の写し（内容に変更がなければ省略可） 
オ 雇用条件書（労働条件通知書）の写し（内容に変更がなければ省略可） 
カ 実習実施機関で現在受け入れている技能実習生名簿 

 
(2) 技能実習 1 号ロ（団体監理型） 
ア 本邦での在留歴がわかるもの（旅券の上陸許可印，再入国許可印のあるページの写し

等） 
イ 技能実習の継続を了承する旨記載した監理団体及び実習実施機関の連名による上申

書 
ウ 技能実習 1 号実施計画書（計画に変更がなければ従前の計画書の写し） 
エ 雇用契約書の写し（内容に変更がなければ省略可） 
オ 雇用条件書（労働条件通知書）の写し（内容に変更がなければ省略可） 
カ 実習実施機関で現在受け入れている技能実習生名簿 



 
(3) 技能実習 2 号イ（企業単独型） 
ア 本邦での在留歴がわかるもの（旅券の上陸許可印，再入国許可印のあるページの写し

等） 
イ 技能実習の継続を了承する旨記載した実習実施機関からの上申書 
ウ 技能実習 2 号実施計画書（計画に変更がなければ従前の計画書の写し） 
エ 雇用契約書の写し（内容に変更がなければ省略可） 
オ 雇用条件書（労働条件通知書）の写し（内容に変更がなければ省略可） 
カ 検定合格証明書の写し等（出国時の在留資格が技能実習 1 号イの方で，技能検定に合

格していた場合のみ） 
 
(4) 技能実習 2 号ロ（団体監理型） 
ア 本邦での在留歴がわかるもの（旅券の上陸許可印，再入国許可印のあるページの写し

等） 
イ 技能実習の継続を了承する旨記載した監理理団体及び実習実施機関の連名による上

申書 
ウ 技能実習 2 号実施計画書（計画に変更がなければ従前の計画書の写し） 
エ 雇用契約書の写し（内容に変更がなければ省略可） 
オ 雇用条件書（労働条件通知書）の写し（内容に変更がなければ省略可） 
カ 検定合格証明書の写し等（出国時の在留資格が技能実習 1 号ロの方で，技能検定に合

格していた場合のみ） 
 
(5) 研修 
ア 本邦での在留歴がわかるもの（旅券の上陸許可印，再入国許可印のあるページの写し

等） 
イ 研修の継続を了承する旨記載した受入れ機関からの上申書 
ウ 研修実施予定表（実施予定に変更がなければ従前の予定表の写し） 

 
3. 査証手数料 
査証手数料免除対象国籍の方を除き，査証手数料が必要となります。 
 
4．審査期間 
本件措置に基づく査証申請については，在外公館で申請を受け付けた後に外務省経由で法務

省と協議を行った上で査証を発給することとなりますので，通常の査証申請手続きよりも時間を

要します。このため申請にあたっては，日程に余裕をもった査証申請を御願いします。 
 
5．入国予定日 
申請人が査証取得後に円滑な入国手続きをおこなうため，査証の交付を受ける際に，入国予

定日，入国港，入国便について大使館又は総領事館に必ず報告してください。また，報告後日

程等を変更した際は，変更した入国予定日，入国港，入国便について査証を申請した大使館又

は総領事館に必ず報告してください。 


